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第１章　計画の改定に当たって

１　計画改定の背景と趣旨

○　平成12年から運用を開始した介護保険制度は、高齢者の「自立支援」、「尊厳の保持」を基本とし
つつ、制度の「持続可能性」、「明るく活力ある超高齢社会」の構築、社会保障の総合化という視点
から見直され、平成17年６月に改正介護保険法が成立しました。法の趣旨に基づき、予防重視型シ
ステムへの転換、新たなサービス体系の確立等に対応するため、「高齢者計画」「介護保険事業計画」
を改定し、施策を実施する必要が生じています。

○　改正介護保険法第117条第４項により、介護保険事業計画は、老人福祉法に規定する老人福祉計
画及び老人保健法に規定する老人保健計画と一体のものとして作成することとなりました。このた
め、本区においては文京区地域福祉計画の分野別計画の一つとして、すべての高齢者を対象とする
高齢者・介護保険事業計画を策定します。

２　計画改定の検討体制

○　地域福祉計画の改定に当たっては、検討組織を設けて、内容の検討を行いました。したがって、
高齢者・介護保険事業計画もこの検討組織で、内容の検討を行いました。

○　地域福祉推進本部の下に、幹事会、３つの専門部会を設置し、さらに専門部会の下に、高齢者・
介護保険に関する２つの分科会を設置して、庁内での検討を行いました。

○　学識経験者、地域福祉に関連の深い団体の代表、地域福祉にかかわりを持った公募の区民等の広
範囲な委員で構成する地域福祉推進協議会において、ご協議をいただき検討を進めてきました。

○　また、計画の検討経過を、区報等により区民周知を行うとともに、説明会を実施し、広範な区民
意見を聴取しながら、計画の改定を行いました。
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地域福祉計画の構成

３　計画の構成

○　地域福祉計画全体の構成は下記のとおりです。計画全般にわたる考え方、基本理念、基本目標等
の総論部分は全分野に共通で、高齢者を対象とする計画部分が本計画の固有部分となります。

４　計画の期間

○　本計画は、第３期介護保険事業期間である平成18年度から平成20年度までの３年間を計画期間と
し、平成20年度に見直しを行います。

  

５　計画の進行管理等

○　進
しんちょく

捗状況については、文京区地域福祉推進協議会に報告し、区民参画による進行管理を行います。
また、新たな課題や施策の実施に当たっては、随時、協議いただくことにしています。

○　地域福祉の推進のために、全庁的に取り組むため、庁内組織としては地域福祉推進本部に計画の
進捗状況を集約し、調整を行います。

○　区民が、福祉及び保健等のサービスを有効に利用できるよう、情報提供や周知方法等には十分配
慮を行います。
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１　基本理念

⑴　人間性の尊重
　だれもが、人として尊ばれ、人間性が生かされるとともに、人権が損なわれない地域社会を目指
します。

⑵　自立の支援
　だれもが、自分の意思に基づき、自らの選択のもとに自立した生活を営み、自己実現できるよう
支援します。

⑶　共に生きる地域社会の構築
　だれもが、ノーマライゼーション＊の理念に基づき主体的に社会参加し、世代を超えて相互に理
解・協力しあい、共に生きることのできる地域社会を作ることを目指します。

⑷　区民参画及び協働の推進
　区民中心の福祉の地域づくりを目指して、区民一人ひとりと様々な団体が、主体的に参画し、協
働することを推進します。

⑸　男女平等参画の推進
　男女が互いの人権や個性を尊重し、社会のあらゆる分野に参画して、個性豊かに生き生きと暮
らせる地域社会を目指します。

２　基本目標

  だれもが安心してその人らしく、自立した地域生活が営めるよう、必
要な福祉サービスを自らの選択により利用でき、互いに支え合う区民
主体の地域づくりを目指す。

第２章　計画の考え方

ノーマライゼーション　障害のある人もない人も、児童も高齢者も、すべての人が地域で普通（ノーマル）の

生活を送ることを当然とし、ともに認め合って普通の生活ができる社会を創造すること、またその考え方。
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第３章　高齢者・介護保険に関する重点問題

１　活動的な85歳を目指す介護予防システムの確立

　要支援・要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健
康の保持増進に努めるよう区民を啓発し、区民に分かりやすく、参加しやすい介護予防事業を体系化
し、効果的な介護予防システムの確立・周知に取り組んでいきます。
　その中でも特に要支援・要介護状態になるおそれがある場合には、一人ひとりの状況に合った介護
予防ケアマネジメントを実施できる体制を整え、「地域支援事業」として介護予防事業を推進します。

２　生活機能の維持向上を目指す介護予防

　要支援・要介護となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サー
ビス及び福祉サービスを利用することにより、生活機能の維持向上に努めるよう区民を啓発します。
そのために、要支援者に対しては適切な介護予防ケアマネジメントに基づく新予防給付を提供できる
体制を整備します。
　また要介護者に対しては、可能な限り居宅において、心身の状況に応じて自立した日常生活を営む
ことができるよう、生活機能の維持向上につながる適切なケアマネジメント並びに介護サービスを提
供できる体制を整備します。

３　日常生活圏域の設定と面的基盤整備

　認知症を発症したり身体介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で安心して暮ら
すために、身近な場所で切れ目のないサービスを継続的に利用できることが求められています。この
ようなニーズに対応して、福祉・保健・医療関連の施設や住まい、公共施設、交通網、人的ネットワー
ク等の要素が有機的に連携して、生活を支える地域ケアを推進するために日常生活圏域を設定し、そ
の圏域ごとに様々なサービス拠点が連携する面の整備を図ります。その上で、区民もネットワークや
サービスの担い手として参加する面的基盤整備を推進します。

４　地域包括支援センターを核とする地域密着の支援体制

　日常生活圏域には、その圏域における地域ケアの中核機関として地域包括支援センターを１か所設
置して、これまで在宅介護支援センターが担ってきた機能を充実・強化していきます。具体的には、
総合的な相談窓口、介護予防ケアマネジメント、関係機関との調整やケアマネジャーのバックアップ
などの包括的支援事業を実施します。また、介護サービスを中心に様々な支援が継続的・包括的に提
供される体制を整え、地域密着の生活支援に取り組みます。特に、従来にも増して大きな社会問題に
なっている高齢者に対する虐待や認知症による徘

はい

徊
かい

等の問題に取り組み、家族・介護者の支援も行い
ます。
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第４章　計画事業と目標

１　計画の目標

　高齢者が地域の一員として、尊厳を持って自立した生活を送ることができる社会を築いていくこと
は、これからの高齢社会にとって最も重要なことです。それには高齢者一人ひとりの健康といきがい
をはぐくみ、多様な社会参加・交流を促進していくことが必要です。そうした支援とともに、いつま
でも健康を維持して長寿を実現するため、日ごろから介護予防に取り組んでいくよう、身近な場所で
気軽に参加できる効果的な介護予防事業を提供します。さらには、介護サービス等により、高齢者が
住み慣れた地域で、安心して暮らし続けていくことができるよう、必要な施策を展開していきます。

２　計画の体系

⑴　健康いきがいづくりの支援（元気高齢者）
　急速な高齢化が進展する中で、活力ある社会を築いていくためには、地域において高齢者がいき
がいを持って、いつまでも元気に暮らせる環境を整備することが必要です。更に、高齢者が健康を
維持し、その意欲と能力を社会にいかすことができる社会的な仕組みを構築することが重要です。
　そのために、高齢者の健康の維持・増進策を推進するとともに、いきがいづくり・就労支援、社
会参加・交流の促進を図っていきます。

【凡例  各分野別計画に共通】
・小項目の枠囲み表示事業は、計画目標を掲げ進行管理の対象とする予定の事業です。
・他の分野別計画との重複掲載事業については、小項目の末尾に（  ）又は＊がついています。
（  ）…本計画（高齢者・介護保険事業計画）でとりあげています。
 ＊ …他の分野別計画でとりあげています。
重複掲載事業の表記は、分野別計画の頭文字＋事業ごとの連番又は大中小項目の枝番で表記しています。
子…子育て支援計画、高…高齢者・介護保険事業計画、保…保健計画、地…地域福祉の推進。

高齢者・介護保険事業計画　体系図
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⑵　介護予防の推進（要介護予防高齢者）
　高齢者が寝たきりなどの要介護状態になることなく、地域において健康でいきいきとした生活を
送るために、介護予防事業の拡充を図っていきます。
　そのために、介護予防健診による対象者の把握を行い、運動機能の維持、栄養改善･口

こう

腔
くう

機能改善、
閉じこもり・認知症予防、日常生活機能の維持･向上に努めます。
　また、身近な地域でサービスが受けられるよう、地域支援事業及び地域密着型介護予防サービス
については原則、日常生活圏域ごとに提供できる体制を整えるよう努めます。
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⑶　介護・生活支援サービスの提供（要介護高齢者）
　介護を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で尊厳を保ち、自分らしく自立して生活でき
るよう、介護保険サービスが適切に提供されなければなりません。
　このため、介護や日常生活の支援が必要な高齢者が、心身の状況や生活環境に応じて自ら選択し
たサービスを、多様な事業者や施設から適切に受けることができるよう、介護保険サービスの充実
を図っていきます。
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⑷　身近な地域で安心できる暮らしの支援（その他）
　高齢者にとって、長年暮らし続けた地域への愛着は深いものがあり、いつまでもそこに住み続け
ることを強く望んでいます。
　たとえ、高齢者が介護を必要とする状態になっても、長年住み慣れた地域で、安心して生活を送
ることができるよう支援していくことが不可欠です。
　そのために、高齢者が安心して良質なサービスを適切に受けられるよう、相談体制の充実を図る
とともに、高齢者への地域支援体制の充実を図ります。



第５章　制度改正に伴う新たな取り組み
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　この章は、第４章に示した計画体系図の事業を、介護保険制度改正に伴う新たな取り組みという観点
からより詳細に記述したものです。なお、介護保険法の改正及び関連法で義務付けられた公的介護施設
等の整備計画及び介護予防事業計画の性格も有しています。

１　日常生活圏域の設定と基盤整備計画

⑴　日常生活圏域の設定
　文京区では、地域ケアの充実に向けて、介護・福祉施設、他の公共施設、交通網、地域をつなぐ
人的ネットワーク等を最大限にいかすため、従来の区全域を単位として個々の施設を整備する「点
の整備」から、身近な日常生活圏域の中にある様々なサービス拠点が連携する「面の整備」への転
換を図ることにしました。
　具体的には、地域住民自らがサービスの受け手であるとともに担い手ともなり、コミュニティの
再生や新たな公共空間を形成していく中で、高齢者が住み慣れた地域で、顔見知りに囲まれた生活
の継続が可能となる地域密着型サービス基盤の整備及び身近なところで介護予防を実践できる基盤
の整備を推進していきます。
　文京区では、日常生活圏域を富坂地区、大塚地区、本富士地区、駒込地区の４区分としました。

○　高齢者とかかわりの深い、社会資源としての民生委員、話し合い員の担当地区と相互支え合いに
より活動している高齢者クラブの地区と同じ区分としました。また、この区分は、高齢者の安全・
安心の裏付けとなる警察署管内とも一致しています。

○　既存の高齢者関連施設のバランスも考慮しました。



⑵　日常生活圏域ごとの整備
　環境変化の影響を受けやすい高齢者の特性に配慮し、日常生活圏域でのサービスの利用と提供を
可能とする拠点を適切に配置・整備していくことが必要です。こうした需要に対応するため、介護
保険制度の改正により住み慣れた地域での生活の継続を支えていく新しいサービスとして、小規模
多機能型居宅介護などの地域密着型サービスが創設されました。
　さらに、「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」に規定されてい
る交付金の活用等も図り、新たに地域密着型サービス及び介護予防拠点施設の整備することで従来
にも増して住み慣れた身近な地域で施設・居住系サービスの提供をしていきます。
　平成18年度から平成20年度までの３か年で日常生活圏域ごとに公的介護施設等の種別、整備数及
び時期を定め、基盤整備を促進していきます。

①　整備を促進する施設
○　小規模多機能型居宅介護拠点
　居宅要介護者を対象に、本人の選択により通所を基本とし、必要に応じて短期宿泊や訪問の
サービスを提供し、日常生活上の世話及び機能訓練を実施するもので、今後の在宅生活を支え
る新たなサービス形態です。また、地域密着型サービスの柱の一つとして、当面、日常生活圏
域ごとに１か所ずつの整備を誘導していきます。

○　認知症高齢者グループホーム
　認知症対応型共同生活介護については、既存施設の整備状況から富坂地区及び本富士地区で
の整備が必要です。なお、民間事業者の施設整備を誘導するに当たっては、1施設当たり 1ユ
ニット＊（５～９人）を基本とするとともに、単独の設置ではなく、小規模多機能型居宅介護
拠点などを併設する複合整備を促進します。

○　認知症対応型デイサービスセンター
　現在、区立高齢者在宅サービスセンター８か所のうち、日常生活圏域ごとに４か所で、認知
症専用通所介護を実施しており、さらに、民間老人デイサービスセンターでも認知症専用通所
介護を実施しています。
　単独の認知症対応型デイサービスセンターの設置については、今後の認知症高齢者の動向を
踏まえて検討します。また、新たに整備を計画している認知症高齢者グループホームにおいて
は、当該デイサービスの併設を想定しています。

○　夜間対応型訪問介護ステーション
　区内の夜間対応型訪問介護の利用見込者数では、本事業の採算ベースの事業量には達しない
ことが想定されており、この状況は隣接区でも同様です。
　そこで、こうした隣接区と共同で夜間対応型訪問介護ステーション設置を誘導する方法で実
施します。

○　介護予防拠点
　区立高齢者在宅サービスセンター８か所及び福祉センター１か所を介護予防拠点施設として活用
していくこととしています。さらに、廃止となった寿会館のうち４か所について、介護予防拠点施
設として活用を図ることとしています。これら４か所の施設については、実施事業の内容を含めて
事業者を公募し、施設の改修・改築の後、地域支援事業及び新予防給付事業の拠点としていきます。

　　
②　施設整備計画の検討
　基盤整備計画策定に当たっては、区民の生活にかかわりが深いことから十分に区民意見を反映
し、目標の達成状況を評価するため、介護保険法の改正により、設置することとなった各種委員
会の機能を併せ持つ「地域包括ケア推進委員会」＊において検討します。

ユニット　いくつかの居室や共用スペースを１つの生活単位として整備し、家庭的な環境の中で、少人数ごと
に処遇する形態のこと。また、その形態の単位としても使われます。
地域包括ケア推進委員会　文京区における高齢者等の介護、介護予防等について地域の実情を反映させた包括
的な地域ケアを効果的に推進するために設置された委員会で、学識経験者、地域医療関係者、介護・介護予防サー
ビス事業者、サービス利用者、被保険者等から構成されています。

10



【地域密着型サービスに関する新たな保険者の役割】

　ひとり暮らしや認知症の高齢者が増え、切れ目のない在宅サービスが必要とされている状況の
もと、住み慣れた地域で暮らし続けられるサービス体系として、地域密着型サービスが創設され
ました。これは、サービス事業者に対する指定・監督権限が都道府県から区市町村に移り、原則
として、その地域の住民だけが利用できるサービスです。
　文京区では、下記の仕組みによって、基盤整備計画で前述したとおり、地域密着型サービスを
供給していきます。

地域密着型サービスの仕組み

①　報酬及び基準の設定
　　小規模多機能型居宅介護及び夜間対応型訪問介護については、区市町村が独自に設定した指定
基準において、サービスの質を確保するための特別な要件を課している場合等で、区市町村から
の申請に基づき厚生労働大臣が個別に承認した際には、平成19年度から当該区市町村においては
通常よりも高い報酬額を算定できることとなりました。それ以外の地域密着型サービスについて
は、国の基準の範囲内で介護報酬・指定基準が設定できます。

　　文京区は、地域包括ケア推進委員会での検討を踏まえ、平成18年度は厚生労働大臣が定める報
酬及び基準のとおり設定し、平成19年度以降については、平成18年度の状況に基づき、再度検討
します。

②　事業者の指定
　日常生活圏域内で必要とされるサービスを過不足なく供給することを目指し、基準を満たす事
業者を指定します。
　また、良質なサービスが提供されるよう、区が定期的に指導、監査を行っていきます。

11



12

２　介護予防の推進

⑴　予防重視型システムへの転換
　要支援・要介護状態になることをできる限り防ぐこと、また、要支援・要介護状態になってもそ
れ以上に悪化しないように、運動機能や栄養状態など、個々の身体機能の改善を目指すだけでな
く、高齢者がいきがいを持って自己を実現するための取り組みを区が支援し、自ら生活の質（QOL）
の向上を目指すよう事業の展開を図っていきます。
　具体的には、介護保険の給付対象となる新予防給付と、介護が必要になるおそれがある高齢者を
対象とした介護予防事業 (地域支援事業）を、地域包括支援センターでマネジメントすることによ
り、一人ひとりに応じた一貫性・連続性のある介護予防を目指します。

平成18年度以降介護予防及び介護給付ケアマネジメントシステムの流れ

特定高齢者候補者の把握方法
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地域支援事業の内容
介護予防事業 包括的支援事業 任意事業

・介護予防健診
・一般高齢者に対する介護予防事
業の実施

・特定高齢者に対する介護予防事
業の実施

・地域包括支援センターの基本業
務

・介護給付費等適正化事業の実施
・家族介護支援事業の実施
・その他区単独事業の実施

財源構成
国 25.0％・都 12.5％・区 12.5％
・第１号被保険者保険料 19.0％
・第２号被保険者保険料 31.0％

財源構成
　国 40.5％・都 20.25％・区 20.25％
　第１号被保険者保険料 19.0％

⑶　介護予防事業（地域支援事業）

介護予防事業

⑷　介護予防事業の利用料　
　介護予防事業のうち、一般高齢者施策として実施する事業は、すべての高齢者を対象とした事業
であり、介護予防を普及・啓発する観点から事業展開を図っていくため、利用料徴収は行いません。
　しかし、特定高齢者施策として実施する事業については、個人別の介護予防ケアマネジメントを
行う等、要支援・要介護者と同様の手続を経てサービス提供されるため、介護サービスと同様に、
費用の一部（費用の１割程度）を利用者に負担していただきます。

⑵　地域支援事業の創設
　介護保険制度の改正により、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、
地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から「地域支援事業」が創設され
ました。
　「地域支援事業」は、大別すると①介護予防事業、②包括的支援事業、③任意事業で構成され、
その実施に当たっては介護保険料が財源の一部となっています。

一般高齢者施策……すべての高齢者を対象とした介護予防事業の提供
　　　　　　　　　事業内容についてはP14のとおり
特定高齢者施策……要支援、要介護状態になるおそれの高い高齢者を対象と

した介護予防事業の提供
　　　　　　　　　事業内容についてはP15のとおり

（ポピュレーションアプローチ）

（ハイリスクアプローチ）
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【介護予防事業計画（地域支援事業）】
①　一般高齢者施策（ポピュレーションアプローチ）実施施設及び定員
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②　特定高齢者施策（ハイリスクアプローチ）実施施設及び定員
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新予防給付対象者選定のイメージ

保険給付と要介護状態区分のイメージ

⑸　新予防給付
　介護保険制度の基本理念である自立支援を推進するためには、できる限り要介護状態になること
を防ぐこと、また、要介護状態であっても状態がそれ以上悪化しないようにすることが重要です。
　介護保険制度の創設時の状況と比較すると、要支援及び要介護 1の軽度者の大幅な増加や、軽
度者に対するサービスが介護を要する状態の改善につながっていない等の課題が指摘されてきまし
た。
　このような観点から新たに創設されたのが新予防給付です。対象は、新しい要介護度判定基準に
基づき、要支援１・要支援２に該当した高齢者です。この対象者については、生活機能の維持、向
上を視点に置いたサービスの提供を進めていきます。

①　新予防給付の対象者
　新予防給付の対象者については、介護認定審査会において、現行の認定調査項目に加え、高齢
者の「状態の維持・改善の可能性」に関する調査項目を加えた審査を行い、その結果を踏まえて
決定します。

廃用症候群　立ち上がりや起き上がり等の身体的な動作を行うことが少なくなり、生活が不活発になった結果、
生活機能が著しく低下することをいいます。生活不活発病ともいわれています。
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②　新予防給付ケアマネジメントの実施
　新予防給付における介護予防ケアマネジメントは、通常の介護給付におけるケアマネジメント
と、提供されるプログラムに違いがあったとしても、ケアマネジメントの手法はほぼ同様です。
　しかし、新予防給付のケアマネジメントは、「改善の可能性」を正確に評価し、これを本人に
説明することを通じて、本人の意欲を高め、プログラム参加に結び付けられるように、マネジメ
ントの内容を強化していきます。　　　　　

③　新予防給付の内容　
　新予防給付における介護予防サービスは、「できない」を補うサービスから「できる」を増やし、
「している」を実現するための自立支援に重点を置いたサービス体系となっています。
　また、従来のサービスをより自立度を高めるサービスへと転換させ、本人の生活機能の改善の
可能性を評価し、「本人の意欲」を高め、できることを増やしていくケアマネジメントのプロセ
スの強化も図られています。

３　地域包括支援センターの設置運営 

⑴　設置運営体制
①　設置の目的 
　地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活が続けられるよう、高齢者
の心と身体の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助・支援を包
括的に行う中核機関として設置する施設です。
　文京区では、日常生活圏域（＝富坂・大塚・本富士・駒込）ごとに１か所ずつ設置し、地域に
密着した相談業務を実施します。

②　運営形態
　設置の目的にかんがみ、文京区では、高齢者の総合相談、介護や介護予防に関するマネジメン
ト機能に関する知識や業務実績がある在宅介護支援センターを運営していた以下の法人に委託し
ます。

地域包括支援センターの設置及び名称

注）平成18年４月の地域包括支援センター新設に伴って、在宅介護支援センターは廃止します。

注）個人情報の取扱いについては、改正法第 115 条の 39 第 5項により、地域包括支援センターの設置者・

職員に対し、秘密を守る義務が課せられています。また、区と同様に「文京区個人情報の保護に関する条例」

を遵守するよう指導します。

日常生活圏域 富坂 大塚 本富士 駒込

名　　　　称
（通　　称）

富坂地域包括
支援センター
（白山高齢者
支援センター）

大塚地域包括
支援センター
（大塚高齢者
支援センター）

本富士地域包括
支援センター

（たつおか高齢者
支援センター）

駒込地域包括
支援センター
（千駄木高齢者
支援センター）

運営予定
法人名

社会福祉法人
福音会

社会福祉法人
信愛報恩会

医療法人社団
龍岡会

社会福祉法人
桜栄会

地域包括支援
センター設置
所在地

東京都文京区
白山五丁目
16番３号

東京都文京区
大塚四丁目
50番１号

東京都文京区
湯島四丁目
９番８号

東京都文京区
千駄木五丁目
19番２号



③　人員配置
　地域包括支援センターの運営に当たっては、保健師・経験のある看護師、社会福祉士、主任ケ
アマネジャーの専門資格を有する職員（＝専門３職種）を配置し、相互に連携・協働しながら、チー
ムとして業務に取り組みます。各職種それぞれ１人ずつは、地域包括支援センターの業務に専念
することとし、兼任を禁止します（ただし、２人目以降の職員については、兼任を認めます）。
④　公正・中立性の確保
　地域包括支援センターが、日常生活圏域の中核的存在としてその機能を充分に発揮するために
は、公正・中立性を確保し、その円滑かつ適正な運営を図る必要があります。
　文京区では、学識経験者・地域住民・地域の関係団体等から構成される「地域包括ケア推進委
員会」による協議、評価を通じて、地域包括支援センターの公正・中立性を確保します。

⑵　主な業務内容
　保健師・看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの専門資格を持った職員が、それぞれの専門
知識を活かして連携チームをつくり、次にあげる各種相談に応じます。
①　高齢者の総合相談支援、権利擁護
　社会福祉士を中心として、身近な地域における高齢者総合相談、ハートフルネットワークの推進、
ネットワークを通じた地域高齢者の実態把握、高齢者虐待の防止・早期発見などの権利擁護に関する相談
および支援します。

②　包括的・継続的ケアマネジメント支援
　主任ケアマネジャーを中心として、介護保険を始めとする様々な介護サービスが適切に利用で
きるよう、ケアマネジャーの後方支援をします。

③　介護予防ケアマネジメント
　保健師・看護師を中心とし、介護保険を利用する際に、専門的見地から、一人ひとりに合った介護予
防ケアプランを作成し、効果的な利用にあたっての総合調整をします。

※このほか、認知症介護教室等の開催や介護保険の申請受付、区の高齢者福祉サービスの申請取次
ぎ等を行います。

⑶　地域包括支援センターを核とした地域ネットワークの拡充
　文京区では、高齢者が住み慣れた地域で、安心して、いきいきとした生活を続けられるよう、地
域で支え合うネットワークとして、「ハートフルネットワーク事業」を平成16年12月から開始しま
した。
　ハートフルネットワークでは、緊急事態や虐待・徘徊などの介護問題にいち早く気付くため、地
域の在宅介護支援センターが中心となり、本人の状態に応じて、関係協力機関が声かけ等を行い、
また、必要に応じて在宅介護支援センターに連絡を取り、早期発見・早期対応を行うことで、高齢
者の生活を支援してきました。 　
　今後は、日常生活圏域の中核的存在となる地域包括支援センターがこの役割を引き継ぐとともに、
地域で高齢者を支え合う連携体制を強化し、さらなるハートフルネットワークの推進役となります。
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第６章　介護費用と保険料

⑵　区の人口及び第１号被保険者の推計

　この章は、介護保険事業計画として必要な介護給付費等のサービス見込量の推計及びそれに基づく第
１号被保険者保険料等の内容を記述し、保険料及び利用料についての負担軽減対策をとりまとめています。

１　介護費用

⑴　費用の負担割合

注）平成 12年１月１日と平成 17年１月１日の住民基本台帳人口を基にコーホート変化率法＊により推計し
ました。

注）平成12年１月１日と平成17年１月１日の外国人登録人口を基にコーホート変化率法により推計しました。
注）人口＝住民基本台帳人口＋外国人登録人口
注）住所地特例者については、平成12～ 16年度の平均伸び率（－6.26％）から見込値を算出しました。
注）第１号被保険者＝住民基本台帳人口＋外国人登録人口＋住所地特例者　（すべて65歳以上）

注）第１号被保険者と第２号被保険者の負担割合は、事業運営期間ごとに全国ベースの人口比率で定められ
ます。なお、第２期介護保険事業期間での負担割合は、第１号被保険者約18％、第２号被保険者32％でした。

注）施設系サービスの都負担分については、三位一体改革において負担割合が見直され、都道府県の権限・
財源が明確にされました。なお、第２期介護保険事業期間では、費用負担割合は居宅系サービスと同一となっ
ていました。

介護保険の運営にかかる費用の負担割合

コーホート変化率法　一定期間に出生した集団（コーホート）に着目し、５歳別や１歳別に、その時間的変化（５
年後や１年後の人口変化）を将来も一定であると仮定し、将来の人口を推計する方法です。

文京区の人口推計
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注）平成18年度以降、従来要介護１であったものが、改正後の要介護認定審査により、要支援２の割合が６割、
要介護 1の割合が４割に分かれるという想定で要支援者と要介護者の人数を推計しました。この割合につ
いては、平成17年末に全国で実施された認定モデル事業の結果を踏まえて、厚生労働省が目安として示し
たものです。

　今回の介護保険制度見直しにおいては、「団塊の世代」がすべて高齢者となる平成 26年度時
点の人口、被保険者数、要支援・要介護認定者数等、将来の姿を想定して計画を立てることが
求められています。

⑶　要支援・要介護認定者の推計
　平成16年度の要支援・要介護発生率（平成17年１月１日の実数）を固定値として、被保険者数
（推計）を基に平成17 年度～平成20年度、平成 26 年度を推計しました。



　注）給付費については、サービスごとに百円単位を四捨五入しています。
　注）小計及び合計額については、１円単位で算出した後に百円単位を四捨五入しています。
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⑷　介護給付費の実績及び見込量



２　第１号被保険者保険料

⑴　保険料の算定方法
○　第１号被保険者の保険料は国の定めた計算方法にしたがって、保険者である区が定めます。
　なお、第２号被保険者の保険料は加入している医療保険の保険者がそれぞれの考え方に基づい
て定めています。

○　第１号被保険者の保険料を設定するには、まず、基準となる保険料（基準保険料）を算出します。

○　この基準保険料を基に所得状況に応じた段階ごとの保険料を定めます。
○　第１号被保険者の保険料は、このように利用するサービスにかかる費用を基に算出する仕組み
とされているため、サービス利用にかかる費用が増えると、これを賄う保険料の額は上がること
になります。

⑵　保険料段階の設定
　保険料の段階設定については、所得状況に応じて適切に定めることとされています。今回の法改
正においては、新たに新第２所得段階を設けることが定められるとともに、課税層（現行の第４、５、
６段階）については、４区分以上の多段階化が可能になりました。また、税制改正による保険料激
変についても緩和措置を行うこととされました。
　このような状況の中、文京区では、保険料を負担していただく第 1号被保険者等の理解が十分
得られるよう次のような考え方に基づき、保険料段階を設定します。

①　新第２所得段階の設定
　より所得の低い人の負担を軽減するため、今回の法改正により、現行の第２所得段階のうち、
合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円以下の人については、第１所得段階と同率とし
ます。

②　多段階化についての検討
　今回の法改正では、被保険者本人が住民税を課税されている層について、保険者（区）が、被保
険者の負担能力に応じてきめ細かな所得段階や保険料率を設定することができることになりました。
　これに対して文京区としては、現行の第５所得段階（合計所得金額 250 万円以上 1,000 万円
未満）の範囲が広く、負担能力に格差が生じていることから、この段階は、合計所得金額 500
万円をもって２つの段階（新第６所得段階、新第７所得段階）にします。
　また、税制改正の影響を含め、負担能力に応じた負担とするため、基準額に対する比率の設定
については、新第５所得段階を 1.2、新第６所得段階を 1.5、新第７所得段階を 1.7、新第８所
得段階を 1.9 とします。
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・　基準保険料を算出するには、はじめに、
平成18年度から平成20年度までの３年間の
介護保険のサービス利用にかかる費用の見
込額など歳出の合計額を算出します。

・　次に、給付費見込額等から国の負担金な
ど保険料以外の歳入の合計額を算出しま
す。

・　そして、歳出合計額から歳入合計額を差
し引いて残った分（保険料収納見込額）を
保険料収納率や所得による負担割合を勘案
しながら、第１号被保険者の人数で割り返
して基準保険料を算出します。

＜歳出合計＞
給付費見込額＋地域支援事業費見込額＋
財政安定化基金拠出金＋
財政安定化基金償還金＋保険料減額見込額

＜歳入合計＞
国負担金＋調整交付金＋都負担金＋
支払基金交付金＋区負担金

＜基準保険料＞
（＜歳出合計＞－＜歳入合計＞）÷
予定保険料収納率÷
所得段階別加入割合補正後被保険者数
÷12月



第３期基準保険料 18～20年度 月額　4, 632円

第２期基準保険料 15～17年度 月額　3, 317円

第１期基準保険料 12～14年度 月額　2, 983円
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③　税制改正への対応
　税制改正による 65 歳以上の人の 125 万円の非課税枠廃止及び公的年金等控除額の引下げ
（140万円→ 120万円）に伴い、介護保険料も非課税段階から課税段階等へ変わることが予想さ
れます。このため、文京区では本来の保険料段階よりも負担割合を低くした保険料段階を設け、
激変を緩和します。
　税制面での激変緩和措置が２年間の経過措置となっていることから、介護保険料の緩和措置も
平成18年度及び平成19年度の２年間とします。

⑶　基準保険料と段階別介護保険料
①　平成18年度～平成20年度の基準保険料
　こうした段階設定を設けた上で、今後の介護給付費の見込等を算定し、所定の計算を行った結
果、平成18年度～平成20年度の基準保険料は下記のとおりとなります。

各期の基準保険料
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＊保険料及び利用料等については、それぞれの支払いにより生計困難とならないよう軽減
措置を設けました。これらの詳しい内容については高齢者・介護保険事業計画の本文、
ホームページの記載をご覧ください。

平成18年（2006年）３月発行
発　行　文京区
編　集　介護保険部介護保険課
〒 112‒8555 文京区春日 1‒16‒21　電話 03‒3812‒7111（代表）
http://www.city.bunkyo.lg.jp/　印刷番号D0605039

注）激変緩和措置対象者については、上段が平成18年度、下段が平成19年度の比率・金額となり、平成

20年度に本来の比率・金額となります。

　条例上の年額保険料は、100円未満の端数が生じないように切上げをします。月額保険料は年額保

険料を12月で除し、100円未満を切捨て目安として表示しています。

②　平成18年度～平成20年度の段階別介護保険料

古紙配合率100％再生紙を使用しています


